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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マウスピースの横位置に被験者の唾液を吸引す
る吸引管を固定する円弧状切り込みを有する経口内視鏡
用マウスピースを提供する。
【解決手段】横長長方円筒の両端に口腔外鍔部４と口腔
内鍔部５を有する経口内視鏡マウスピース本体２と同マ
ウスピース本体２の横長長方円筒の口腔外鍔部４下端に
一端が接し、他端が前記口腔内鍔部５外縁を包み込んで
装着されるマウスピースカバー６を併用する経口内視鏡
マウスピース１において、マウスピース本体２の両端の
口腔外鍔部４及び口腔内鍔部５の各周縁横の同位置に被
験者の唾液を吸引する唾液吸引管の管径に適合する円弧
状切り込み４ａ、５ａを有する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　横長長方円筒の両端に口腔外鍔部と口腔内鍔部を有する経口内視鏡マウスピース本体と
同マウスピース本体の前記横長長方円筒の前記口腔外鍔部下端に一端が接し、他端が前記
口腔内鍔部外縁を包み込んで装着されるマウスピースカバーを併用する経口内視鏡マウス
ピースにおいて、
　前記マウスピース本体の前記口腔外鍔部及び前記口腔内鍔部の各周縁横の同位置に被験
者の唾液を吸引する唾液吸引管の管径に適合する円弧状切り込みを有することを特徴とす
る経口内視鏡マウスピース。
【請求項２】
　　前記唾液吸引管は、歯科用吸引カニューレであることを特徴とする請求項１に記載の
経口内視鏡マウスピース。
　
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本考案は、経口内視鏡マウスピース、特に、マウスピースカバーが併用される経口内
視鏡マウスピースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上部消化管内視鏡検査と称される経口内視鏡検査においては、口腔から挿入される内視
鏡挿入部が被験者の歯噛による損傷を避けるため等歯噛間に常時開口を維持する合成樹脂
製のマウスピースが使用される。ところが、経口内視鏡検査においては、内視鏡を挿入す
ることによる嘔吐反射を軽減するために喉に麻酔剤を投与するので、被験者は検査中の口
腔内に溜まる唾液等の液体を飲み込むことができず、それが気道に入ったり、また、誤嚥
による誤嚥性肺炎を誘発するおそれがある。このため，この種の経口内視鏡マウスピース
には、例えば、実開昭６２-７０５０１号公報に開示のような唾液等を吸引する吸引口を
設けた図４に示すような経口内視鏡マウスピースが知られている。
【０００３】
　図４は、実開昭６２-７０５０１号公報において開示考案の第一実施例を示すマウスピ
ース本体の斜視図である。図４において、１０１は、マウスピース本体、１０２、１０３
は、鍔部、１０４は、くれび部、１０６は、挿入部挿通孔、１０７は、接続口、１０８、
１０８は、吸引口、１０９は、吸引管路である（なお、符号は、先行技術であることを明
らかにするために、本願出願人において、３桁に変更して説明した。）。
【０００４】
　ところが、図４に示す経口内視鏡用マウスピースは、マウスピース本体１０１内に唾液
吸引の前記吸引口１０８、１０８及びこれに通じる前記吸引管路１０９、同接続口１０７
等が配置され、これらの配置や構造が複雑であるため、これらのマウスピースを消毒殺菌
する場合にも、前記管１０９等の隅々まで消毒殺菌液を行き渡らせ、消毒殺菌を完全にし
なければならないなどの一手間を要するなどの問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６２-７０５０１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　　そこで、本願考案者は、マウスピースカバーを併用する経口内視鏡マウスピースにお
いて、マウスピースの横位置に被験者の唾液を吸引する吸引管を固定する円弧状切り込み
を有する経口内視鏡用マウスピースを提供することを目的とする。特に、市販の歯科診療
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用の唾液吸引のための吸引管及びそれに適合する吸引装置の使用を前提とする円弧状切り
込みとし、簡易に装着でき、経口内視鏡検査における被験者の唾液吸引を自動的に行うこ
とに適合する経口内視鏡マウスピースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本願請求項１に係る考案は、横長長方円筒の両端に口腔
外鍔部と口腔内鍔部を有する経口内視鏡マウスピース本体と同マウスピース本体の前記横
長長方円筒の前記口腔外鍔部下端に一端が接し、他端が前記口腔内鍔部外縁を包み込んで
装着されるマウスピースカバーを併用する経口内視鏡マウスピースにおいて、前記前記マ
ウスピース本体の両端の前記口腔外鍔部及び前記口腔内鍔部の各周縁横の同位置に被験者
の唾液を吸引する唾液吸引管の管径に適合する円弧状切り込みを有することを特徴とする
。
　また、本願請求項２に係る考案は、前記請求項１に記載の経口内視鏡マウスピースにお
いて、前記唾液吸引管は、歯科用吸引カニューレであることを特徴とする。
【考案の効果】
【０００８】
　本考案は、上記の構成からなるので、マウスピースカバーを併用する経口内視鏡マウス
ピースにおいて、内視鏡検査の邪魔をすることなく、唾液吸引用の吸引管をファイバース
コープ操作部とは別途の挿入口から口腔内に別途に配置でき、かつ、当該吸引管を被験者
の唇横に固定できる経口内視鏡マウスピースとして、検査時に口腔内に溜まる唾液を自動
的に又は必要に応じ手動で吸引できるようにしたので、経口内視鏡検査において、喉麻酔
から派生する唾液等による気道の誤嚥等を理由とする肺炎等の併発を防止することができ
る。
　また、マウスピースカバー及び唾液吸引管として市販のマウスピースカバーや歯科診療
に用いる市販の一般名称「歯科用吸引カニューレ」(ディスポ）を使用することができる
ので、従来の検査手順に大きな変更を加えることなく内視鏡検査を行うことができ、操作
ミス等施術の過誤を防止することができる。
【０００９】
　特に、マウスピース本体の口腔内鍔部周縁及び口腔外鍔部周縁に「歯科用吸引カニュー
レ」の管径に適合する円弧状切り込みを設けたので、ディスポーザブルタイプの「歯科用
吸引カニューレ」を使用することができ、また、このために「歯科用吸引カニューレ」の
専用の唾液吸引装置を用いることで、内視鏡検査においても被験者の唾液の自動吸引を行
うことができ、費用の節減を図ることができ，さらには、消毒も容易で細菌感染の恐れも
軽減できることとなる等の効果を奏することとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１（ａ）（ｂ）は、本考案に係る経口内視鏡用マウスピースの実施例１を示す
概略図であり、図１（ａ）は、マウスピース本体、図１（ｂ）は、同マウスピース本体と
併用されるマウスピースカバーの概略を示す図である。
【図２】図２は、本実施例１に係る経口内視鏡マウスピース１を使用する経口内視鏡検査
時に被験者の口腔内に溜まる唾液等を吸引する唾液吸引管を前記円弧状切り込み４ａ、５
ａに挿通する概略を示す使用概略図である
【図３】図３は、経口内視鏡検査の際に被験者が本実施例１に係る経口内視鏡マウスピー
ス１を咥えて経口内視鏡検査の際に被験者の唾液を吸引する状態を示す概略図である。
【図４】図４は、実開昭６２-７０５０１号公報において開示考案の第一実施例のマウス
ピース本体の斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　本考案に係る経口内視鏡用マウスピースを実施するための実施例１を図面に基づき詳細
に説明する。
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【実施例１】
【００１２】
　図１（ａ）（ｂ）は、本考案に係る経口内視鏡用マウスピースの実施例１を示す概略図
であり、図１（ａ）は、マウスピース本体、図１（ｂ）は、同マウスピース本体と併用さ
れるマウスピースカバーの概略を示す図である。
　図１において、符号１は、本実施例１に係る経口内視鏡用マウスピース１であり、２は
、そのマウスピース本体、３は、経口内視鏡のファイパースコープ挿入部（図示外）挿通
孔、４は、口腔外鍔部、５は、口腔内鍔部、４ａは、前記口腔外鍔部４の縁部に形成され
た円弧状切り込み、５ａは、前記口腔内鍔部５の縁に形成される円弧状切り込みである。
また、符号６は、マウスピースカバー、７は、マウスピース装着部、８は、フランジ部、
９は、フランジ端覆部である。
【００１３】
　本実施例１に係る経口内視鏡用マウスピース１においては、図１（ａ）から明らかなよ
うに、前記ファイバースコープ挿入部挿通孔３は、経口内視鏡検査において被験者が咥え
やすく、かつ、検査者が操作しやすいように横長の長方円筒形状に形成され、前記円弧状
切り込み４ａ及び５ａは、前記マウスピース本体２を被験者が口に咥えた場合、被験者の
唇の左横位置に位置し、かつ、前記両鍔部４、５に対し、口腔内と口腔外の同位置に位置
するように形成される円弧状切り込み４ａ、５ａであり、さらには、経口内視鏡検査時に
被験者の口腔内に溜まる唾液等を吸引する唾液吸引管（図１では図示外）の外径に対応す
る円弧状切り込み４ａ、５ａが形成される。このため、検査時には左側臥位の姿勢で検査
を受ける被験者は、開口の下側から容易に唾液吸引が行なわれるので、口腔内に溜まった
唾液によって気道が閉塞されたり誤嚥したりすることがなくなる。また、後述するように
、自動唾液吸引装置を使用すれば、検査者や補助者の手を煩わすことなく被験者の唾液吸
引を行うことができることとなる。
【００１４】
　なお、前記マウスピース本体２は、被験者が咥えた場合、歯合力によって破損を避ける
材質、例えば、硬化プラスチック材等が使用される。
　図１（ｂ）は、シリコーンゴム等の材質からなる半透明で容易に変形する性質を有する
前記マウスピースカバー６であり、当該マウスピースカバー６を前記マウスピース本体２
に装着するには、前記マウスピース装着部の上端が、前記口腔外鍔部４に下端面に接し、
かつ、前記フランジ端覆部９が、前記口腔内鍔部５の外縁を包み込むように密着して装着
され、経口内視鏡検査の前後等は二つを分離して洗浄殺菌等を行うことができるものであ
る。
【００１５】
　したがって、前記マウスピース装着部７の内周長は、前記ファイバースコープ挿入部挿
通孔３の外周長であり、かつ、その高さ長は，前記ファイバースコープ挿入部挿通孔３の
深さ長となる寸法からなる。すなわち、本実施例１に係る経口内視鏡検マウスピース１は
、前記マウスピースカバー６を必ず併用するものであることが前提であり、前記マウスピ
ース本体２と前記マウスピースカバー６との間で被験者の唾液を吸引する唾液吸引管を挟
み込み、シリコーンゴム製の前記マウスピースカバー６の伸縮力で固定して、本実施例１
に係る経口内視鏡マウスピースとするものである。
【００１６】
　図２は、本実施例１に係る経口内視鏡マウスピース１を使用する経口内視鏡検査時に被
験者の口腔内に溜まる唾液等を吸引する唾液吸引管を前記円弧状切り込み４ａ、５ａに挿
通する概略を示す概略図である。図２において、１は、本実施例１に係る経口内視鏡マウ
スピース、２は、前記マウスピース本体、３は、前記挿通孔、６は、前記マウスピースカ
バー、８は、前記フランジ部、９は、前記フランジ端覆部，１０は、前記唾液吸引管、１
１は、前記唾液吸引管１０の折り曲げ維持用銅線である。
【００１７】
　図２から明らかなように、本実施例１に係る経口内視鏡マウスピース１においては、経
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口内視鏡検査時に前記マウスピース本体２に装着された前記マウスピースカバー６の間の
前記円弧状切り込み４ａ、５ａ位置に被験者が咥えた場合に口腔外から口腔内に挿通され
るように前記唾液吸引管１０を挿通して使用される。
【００１８】
　当該唾液吸引管１０の管内には、図２に示すように、当該唾液吸引管１０の先端まで前
記折り曲げ維持用銅線１１が配置され、施術中に被験者の口腔内の唾液吸引を容易にする
というものである。
【００１９】
　したがって、本実施例１に係る経口内視鏡マウスピース１を使用した経口内視鏡検査に
際して使用される前記唾液吸引管１０は、歯科診療に使用される吸引装置（図示外）で使
用される一般名称「歯科用吸引カニューレ」等の使用が可能であり、ディスポーザブル（
使い捨て）タイプの市販品を使用する場合には、唾液吸引に便宜であると共に、前被験者
が使用した器具の使い回しを避けることができるので、簡易に完全に口腔内細菌等の感染
を避けることができるという特異的効果を奏することとなる。これらのことを勘案すれば
、前記円弧状切り込み４ａ、５ａは、一般名称「歯科用吸引カニューレ」の管径に適応可
能な円弧状切り込みとすることが望ましい。
【００２０】
　図３は、本実施例１に係る経口内視鏡マウスピース１を咥えて経口内視鏡検査の際に被
験者の唾液を吸引する状態を示す概略図であり、符号１２は、被験者であり、その他の符
号については、図１、図２に示した同一の部材は同一の符号で示している。
【００２１】
　図３から明らかなように、マウスピースカバーを併用する経口内視鏡マウスピースにお
いて、内視鏡検査の邪魔をすることない唾液吸引用の吸引管をファイバースコープ操作部
とは別途の挿入口から口腔内に配置でき、かつ、当該吸引管を被験者の唇横に固定できる
経口内視鏡マウスピースとすることができる。この結果、経口内視鏡検査において、喉麻
酔から派生する気道閉塞や誤嚥等を理由とする肺炎等の併発を防止することができる。ま
た、マウスピースカバー及び唾液吸引管として市販のマウスピーしかバーや歯科診療に用
いる一般名称「歯科用吸引カニューレ」を使用することができるので、従来の使用手順に
大きな変更を加えることなく内視鏡検査を行うことができ、操作ミス等施術の過誤を防止
することができる。
【００２２】
　特に、マウスピース本体の口腔内鍔部周縁及び口腔外鍔部周縁に「歯科用吸引カニュー
レ」の管径に適合する円弧状切り込みを設けたので、ディスポーザブルタイプの「歯科用
吸引カニューレ」を使用することができ、また、このために「歯科用吸引カニューレ」の
専用の唾液吸引装置を用いることができるので、内視鏡検査においても被験者の唾液の自
動吸引を行うことができ、その面での費用の節減を図ることができ，さらには、細菌感染
の恐れも軽減できることとなる等の効果を奏することとなる。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本考案は、経口内視鏡検査のマウスピースに利用される。
【符号の説明】
【００２４】
　１ 実施例１に係る経口内視鏡マウスピース
　２ マウスピース本体
　３ ファイバースコープ挿入部挿通孔
　４ 口腔外鍔部
　４ａ 口腔外鍔部４周縁の円弧状切り込み
　５ 口腔内鍔部
　５ａ 口腔内鍔部５周縁の円弧状切り込み
　６ マウスピースカバー
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　７ マウスピース装着部
　８ フランジ部
　９ フランジ端覆部
 １０ 唾液吸引管
 １１ 折り曲げ維持用銅線
 １２ 被験者
１０１ マウスピース本体
１０２、１０３ 鍔部
１０４ くれび部
１０６ 挿入部挿通孔
１０７ 接続口
１０８ 吸引口
１０９ 吸引管路
　

【図１】 【図２】
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要解决的问题：提供一种用于口腔内窥镜的牙套，该口腔内窥镜具有弓
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